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   病院の防災，防火その他の安全管理に係る個人情報を本人以外 

   のものから収集すること及び本人以外のものから収集すること  
に伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び目的外に提  
供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理につ  
いて（答申）  

 
２０１５年８月２８日付けで諮問（第７６２号）された病院の防災，防 

火その他の安全管理に係る個人情報を本人以外のものから収集すること  
及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提

供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコン  
ピュータ処理について次のとおり答申します。  
 
 
１  審議会の結論 

(1) 藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。 

以下「条例」という。) 第１０条第２項第５号の規定による本人以外 

のものから収集する必要性があると認められる。 

  (2) 条例第１２条第２項第４号の規定による目的外に提供する必要性  
ががあると認められる。  

 (3) 条例第１０条第５項及び第１２条第５項の規定による本人以  
外のものから収集すること及び目的外に提供することに伴う本人通  
知を省略する合理的理由があると認められる。  

(4) 条例第１８条の規定によるコンピュータ処理を行うことは適当で

あると認められる。  
 

２  実施機関の説明要旨 

  実施機関の説明を総合すると，本事務を執行するに当たり個人情

報を本人以外のものから収集する必要性及び本人以外のものから

収集することに伴う本人通知を省略する合理的理由，目的外に提供

する必要性及び目的外に提供することに伴う本人通知を省略する

合理的理由並びにコンピュータ処理を行う必要性は次のとおりで

ある。  
(1) 諮問に至った経過 



藤沢市民病院再整備事業による新棟開設にあたり，防犯上必要な箇  
所に防犯カメラを設置しての運用が開始されると共に監視エリアが  
拡大される。その背景には，当院に２７の診療科があり，平成２６年  
度における平均外来受診者数は１ ,４００名を超え，そのうち救急受診  
者は約９５名，面会者についても１日の平均で４００～６００名あり， 
乗用車の駐車場ゲート通過台数は平成２６年度平均で一日１ ,５００  
台を超え，多数の方が来院している。  
救急外来の待合いにおいては，不穏の患者や泥酔者，暴力を振るう  

者等のトラブルが多発することから，同じく防犯カメラを設置し警備  
室より監視している。  
さらに当直勤務のある女性看護師職員等の安全確保のため，夜間帯  

に人気のなくなる地下女子更衣室前及び職員通用口について同じく  
防犯カメラを設置し，警備室より監視を行っている。  
新棟についても，同様に多数の方の来院が見込まれることから，新  

棟の防犯カメラの設置について，今回の諮問に至ったものである。な  
お，２０１２年３月（諮問第５００号）及び２０１３年６月（諮問第  
５６６号）に防犯カメラを設置し，映像をハードディスクに保存する  
ことについて，及び司法警察官職員等からの録画画像の目的外提供の  
依頼について，藤沢市個人情報保護法制度運営審議会（以下「審議会」  
という。）への諮問を経ずに目的外提供ができるよう，それぞれ諮問  
し承認されている。  
 また，これまでも上記トラブル発生を防止する対策として，設置し  
ている防犯カメラによる映像をビデオテープに保存してきたが，この  
映像は，本人以外のものから収集する個人情報であり，また，事前に  
本人同意を得た上で収集することができないため，藤沢市個人情報の  
保護に関する条例第１０条第４項及び同条第５項の規定により今回  
の諮問に至ったものである。  
また，新しい東館の建設に伴い防犯カメラ及びモニター，デジタル  

ディスクレコーダーが更新され，設置している防犯カメラの映像がハ  
ードディスクに保存されるため，藤沢市個人情報保護に関する条例第  
１８条のコンピュータ処理に該当するため，この件についても，今回  
の諮問に至ったものである。  
 さらに，司法警察職員としての職務を行う者等から刑事訴訟法第１  
９７条第２項の規程に基づく捜査関係事項照会書により，防犯カメラ  
によって撮影し，録画した画像の目的外提供の依頼が想定できるが， 
この際には，条例第１２条第４項により藤沢市個人情報保護制度運営  
審議会への諮問事項となっている。  
 ついては，事件解決への迅速な対応のため，今後捜査関係事項照会  
書により防犯カメラ画像データの目的外提供を求められた場合は，別  
に定める「個人情報の目的外提供についてのガイドライン」に基づき， 
審議会への諮問の手続きを個々に経ることなく，目的外提供ができる  
包括的な取扱いをしたく，併せて諮問するものである。 



(2) 個人情報を本人以外のものから収集することについて  
ア   個人情報を本人以外のものから収集する必要性  
 防犯カメラ画像データ収集の目的は，当該施設における不審者の  
侵入による窃盗，器物損壊又は放火の犯罪を防止するために行うも  
のであり，本人の同意を得て収集する方法ではこの目的を達成する  
ことが困難であることから，本人以外のものから個人情報を収集す  
るものである。  

イ   本人以外のものから収集する個人情報  
 防犯カメラ画像データ      

 (3) 個人情報を目的外に提供することについて 

ア 個人情報を目的外に提供する必要性  
刑事訴訟法第１９７条第２項に基づく個人情報の照会について  

は，これまでに承認を受けている他の防犯カメラと同様に，当院で  
管理する敷地及び施設で発生した窃盗，器物損壊又は放火に係る捜  
査に限り，目的外提供を行う事ができるものとする取り扱いをする  
必要性があると判断したものである。なお，提供した画像について  
は，５年間保存する。  

  イ 目的外の提供先  
司法警察職員として職務を行う者，検察官及び検察事務官  

  ウ 目的外に提供する個人情報  
防犯カメラ画像データ  

(4) 個人情報を本人以外のものから収集すること及び目的外に提供する  
ことに伴う本人通知の省略について  
今回の個人情報は，防犯カメラ画像であり，人物を特定することが  

事実上困難であることから通知の送付先が特定できないため，本件に  
かかわる本人通知は省略するものである。なお，防犯カメラ撮影区域  
には防犯カメラを設置している旨（及び撮影されたカメラ画像を目的  
外に提供する旨）の表示をし，周知を図る。  

 (5) コンピュータ処理について 

  ア コンピュータ処理をする必要性 
防犯カメラの映像の保存にあたり，従来の電磁的媒体はビデオテ  

ープであったが，ビデオテープは一定期間保存されたのち，反復し  
て使用されるため消耗度が高く，画像の劣化等長期的な使用は困難  
となっている。一方ハードディスクによる画像の保存は，その蓄積  
容量もビデオテープに比べ多く，長期的な使用においても画像が劣  
化せず，必要な部分の画像の取り出しも容易であることから，記録  
媒体の更新を行う際にコンピュータ処理による方式が必要と判断  
したものである。 

  イ コンピュータ処理をする個人情報の項目  
防犯カメラ画像データ  

  ウ 安全対策及び日常的な処理体制 

安全対策としては，録画機器は西館警備室内に配置し，ワイヤー  



等により固定することで持ち出しを防止する。また，操作を行う際  
にはパスワードの設定がされており，防犯カメラ管理責任者及び防  
犯カメラ管理取扱者以外には利用ができないよう利用者を制限す  
る。日常的な管理としては，藤沢市個人情報の保護に関する条例， 
藤沢市コンピュータシステム管理運営規程及び藤沢市情報セキュ  
リティポリシー〈基本方針〉の定めるところに従い，適正に取り扱  
うこと，並びに「防犯カメラ運用基準」の定めに従い管理すること  
とする。  
なお，設置機器は保存期間である７日間を超えない期間分の画像  

をハードディスクに保存し，順次上書きがされるようになっている。 
また，防犯カメラの画像の情報提供の際の検索･出力以外には，  

録画された画像は使用しない。 
 (6) 実施時期  

 ２０１５年（平成２７年）９月１０日  
(7) 提出書類  

ア 「個人情報取扱事務届出書」  
イ 藤沢市民病院防犯カメラ運用基準  
ウ 個人情報の目的外提供についてのガイドライン  
エ 設置機種「資料１」  
オ 設置場所「資料２」  

 
３ 審議会の判断理由 

    当審議会は，次に述べる理由により，審議会の結論(1)から(4)までの

とおりの判断をするものである。 

(1) 個人情報を本人以外のものから収集する必要性について 

実施機関では，防犯カメラ画像データ収集の目的は，当該施設にお  
ける不審者の侵入による窃盗，器物損壊又は放火の犯罪を防止するた  
めに行うものであり，本人の同意を得て収集する方法ではこの目的を  
達成することが困難であることから，本人以外のものから個人情報を  
収集するものであるとしている。  
 なお，防犯カメラ設置時に当審議会への諮問がなされていないこと  
及び設置されたカメラの中に不必要と認められるものがあることは  
遺憾である。  
 当審議会における審議の結果，実施機関では，設置したカメラのう  
ち１１台を撤去するとしている。  
以上のことから判断すると，個人情報を本人以外のものから収集す 

る必要性があると認められる。 

(2) 個人情報を目的外に提供する必要性について 

   実施機関では，刑事訴訟法第１９７条第２項に基づく個人情報の照  
会については，これまでに承認を受けている他の防犯カメラと同様に， 
当院で管理する敷地及び施設で発生した窃盗，器物損壊又は放火に係  
る捜査に限り，別に定める「個人情報の目的外提供についてのガイド  



ライン」に基づき，審議会への諮問の手続きを個々に経ることなく，  
目的外提供ができる包括的な取り扱いをする必要性があるとしている。 
なお，提供した画像については，５年間保存する，とのことである。  
以上のことから判断すると，目的外に提供する必要性があると認め 

られる。    
(3) 個人情報を本人以外のものから収集すること及び目的外に提供する

ことに伴う本人通知の省略について 

実施機関では，今回の個人情報は，防犯カメラ画像であり，人物を  
特定することが事実上困難であることから通知の送付先が特定でき  
ないとしている。  
なお，防犯カメラ撮影区域には防犯カメラを設置している旨（及び  

撮影されたカメラ画像を目的外に提供する旨）の表示をし，周知を図  
る，とのことである。  
以上のことから判断すると，個人情報を本人以外のものから収集す 

ること及び目的外に提供することに伴う本人通知を省略する合理的 

理由があると認められる。 

(4) コンピュータ処理を行うことについて    

ア コンピュータ処理を行う必要性について 

実施機関では，防犯カメラの映像の保存にあたり，従来の電磁的  
媒体はビデオテープであったが，ビデオテープは一定期間保存され  
たのち，反復して使用されるため消耗度が高く，画像の劣化等長期  
的な使用は困難となっている。一方ハードディスクによる画像の保  
存は，その蓄積容量もビデオテープに比べ多く，長期的な使用にお  
いても画像が劣化せず，必要な部分の画像の取り出しも容易である  
ことから，記録媒体の更新を行う際にコンピュータ処理による方式  
が必要と判断したもの，としている。  
以上のことから判断すると，コンピュータ処理を行う必要性があ 

ると認められる。 

  イ 安全対策について 

    実施機関では，安全対策として，次のような措置を講じるとして 

いる。 

録画機器は西館警備室内に配置し，ワイヤー等により固定するこ  
とで持ち出しを防止する。また，操作を行う際にはパスワードの設  
定がされており，防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラ管理取扱者  
以外には利用ができないよう利用者を制限する。日常的な管理とし  
ては，藤沢市個人情報の保護に関する条例，藤沢市コンピュータシ  
ステム管理運営規程及び藤沢市情報セキュリティポリシー〈基本方  
針〉の定めるところに従い，適正に取り扱うこと，並びに「防犯カ  
メラ運用基準」の定めに従い管理することとする。  
なお，設置機器は保存期間である７日間を超えない期間分の画像  

をハードディスクに保存し，順次上書きがされるようになっている。 
また，防犯カメラの画像の情報提供の際の検索･出力以外には，  



録画された画像は使用しない。 

以上のことから判断すると，安全対策上の措置が施されていると 

認められる。 

以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは適当で 

あると認められる。 

以  上  


